
令和２年（健）第３６９号

令和３年５月３１日

主文
　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨
　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下
「健保法」という。）による高額療養費の支
給額の増額を求めるということである。

第２　事案の概要
　本件は、高額療養費の支給を申請した請
求人に対し、全国健康保険協会（以下「保
険協会」という。）が、後記第３の２記載の
処分をしたことを不服として、請求人が標
記の社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をしたと
いう事案である。

第３　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審査
請求をするに至る経緯として、次の事実が
認められる。
１　請求人は、保険協会が管掌する健康保
険の被保険者であり、平成◯年◯月◯日
に７０歳に到達した者であるが、令和◯
年◯月◯日（受付）、保険協会に対し、平
成◯年◯月に係る療養の給付について、
支払った自己負担の額が著しく高額に
なったとして、高額療養費の支給を申請
した。
２　保険協会は、令和◯年◯月◯日付けで、
請求人に対し、平成◯年◯月分の高額療
養費について、◯万◯◯◯◯円を支給す
る旨の処分（以下「原処分」という。）を
した。
３　請求人は、原処分を不服として、標記
の社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第４　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由

第１　問題点
１　健保法１１５条は、療養の給付を受け
る際に被保険者が支払った一部負担金の
額が著しく高額であるときは、その療養
の給付を受けた者に対し、高額療養費を
支給すると定め（同条第１項）、高額療養
費の支給要件、支給額その他高額療養費
の支給に関して必要な事項は、政令で定
めることとしている（同条第２項）。
２　この規定を受けた健康保険法施行令
（以下「健保令」という。）第４１条第１
項は、被保険者が同一の月にそれぞれ一
の保険医療機関等から受けた療養に係る
一部負担金等の額を合算した額から同条
第２項から第５項までの高齢者等の療養
に関して支給される高額療養費の額を控
除した残額が健保令第４２条に定める高
額療養費算定基準額を超える場合に、差
額として高額療養費を支給するとしてい
る。
３　また、健保令第４２条第１項第１号は、
７０歳以上で「現役並みⅠ」の所得区分
に該当する者（請求人はこれに該当す
る。）の高額療養費算定基準額を、次のと
おりと定めている。
　８万０１００円と当該療養に要した費
用の額（その額が２６万７０００円に満
たないときは、２６万７０００円）から
２６万７０００円を控除した額に１００
分の１を乗じて得た額との合算額。ただ
し、当該療養のあった月以前の１２月以
内に既に高額療養費（健保令第４２条第
１項から第４項に掲げるものに限る。）が
支給されている月数が３月以上ある場合
（以下「高額療養費多数回該当の場合」と
いう。）にあっては、４万４４００円とす
る。
４　本件の問題点は、原処分が、上記の関
係法令の規定に照らして、適法かつ妥当
なものと認められるかどうかである。

第２　当審査会の判断
１��本件記録によれば、請求人に係る平成
◯年◯月分の療養の費用額は◯◯万◯◯
◯◯円であり、請求人が負担した一部負
担金は◯◯万◯◯◯◯円である。した



がって、高額療養費多数回該当の場合を
除き、請求人の高額療養費算定基準額
（自己負担限度額）は、◯万◯◯◯◯円
（８万０１００円＋（（◯◯万◯◯◯◯円
−２６万７０００円）×０．０１））とな
る（健保令第４２条第１項第１号）。
２　これに対し、請求人は、平成◯年◯月
以前の１２月以内に高額療養費が支給さ
れた月数が３月以上あったことから、高
額療養費多数回該当になり、同年◯月分
の高額療養費の高額療養費算定基準額
（自己負担限度額）は４万４０００円とな
ると主張する。確かに、本件記録によれ
ば、請求人は、平成◯年◯月、◯月、◯
月、◯月の各月に高額療養費が支給され
ているところ、◯月、◯月、◯月分の高
額療養費は請求人が受けた外来療養を対
象とするもので、平成３０年政令第２１０
号による改正前の健保令第４２条第５項
によるものである。前記のとおり、高額
療養費多数回該当に含まれる高額療養費
は、上記改正の前後を問わず、健保令
４２条第１項から第４項によるものに限
るとされているから、平成◯年◯月、◯
月、◯月分は高額療養費多数回該当の対
象とはならず、請求人の主張は失当であ
る。
３　そうすると、高額療養費算定基準額（自
己負担限度額）は、前記のとおり◯万◯
◯◯◯円であり、請求人に支給される平
成◯年◯月分の高額療養費は◯万◯◯◯
◯円（◯◯万◯◯◯◯円−◯万◯◯◯◯
円）となる。これと同旨の原処分は、法
令の定めるところに従って行われたもの
であり、適法かつ妥当であるから、これ
を取り消すことはできない。

　よって、本件再審査請求は、理由がないか
ら棄却することとして、主文のとおり裁決す
る。




